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大分市書かないワンストップ窓口導入に伴う本庁舎１階窓口等環境整備業務委託 公募型プロポーザル 

質問及び回答 

令和８年６月２４日  

大分市市民部市民課  

 

※質問者名は公表しません。 

※質問内容は原文のまま掲載しています。ただし、誤字脱字等の軽微な修正を行う場合があります。 

※本回答は、本公告、仕様書その他関係書類と一体のものとして取り扱ってください。 

No. 質問項目 質問内容 回答 

1 共同企業体の履行実績

について 

弊社複数の企業と共同企業体として本件に参加した

いと思っておりますが、参加要件の(13)の中で、履行

実績（ア）、（イ）、（ウ）とあります。 

（ア）、（イ）、（ウ）につきまして共同企業体の中の

構成員のうち、Ａ社が（ア）、Ｂ社が（イ）、Ｃ社が

（ウ）と１社が実績を有することで共同企業体の要件

を満たすと解釈してよろしいでしょうか。 

公告「３ 参加資格要件等」の(14)のとおり、共同企業

体による場合は、代表構成員が(13)に定める業務実績を有

していることが必要です。 

したがって、ご質問のように共同企業体の構成員ごとに

実績を分担して保有することにより要件を満たすものでは

ありません。 

2 執務室のレイアウトに

ついて 

仕様書１頁の目的の部分に「本業務は、窓口レイア

ウト改修、什器整備及び空間デザインを一体的に実施

するものであり、これに伴う什器設置、軽微な内装改

修、附帯設備整備、配線調整その他本業務の履行に必

要な施工業務を含むものとする。」とあるが、市民課の

執務スペース（カウンター位置変更部分以外）のレイ

アウト変更は行わないという理解でよろしいですか。 

概ねご理解のとおりです。 

市民課執務スペースのレイアウト変更は提案対象として

おりません。 

ただし、窓口レイアウト改修に伴い、カウンター位置変

更部分及びその周辺において、机、棚その他什器の移設や

配線調整等が必要となる場合があります。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

3 書かないワンストップ

窓口支援システム用端

末等を置くサイドテー

ブルについて 

仕様書４頁「書かないワンストップ窓口支援システ

ム用端末等を置くサイドテーブルを設置する。」とあ

り、設置場所と寸法が記載されていますが、場所によ

って寸法がまちまちです。 

システム用端末の大きさが違うということでしょう

か。それとも場所によってこの寸法のテーブルしか置

けないということでしょうか。 

各場所に配置されるシステムの機器が同じものであ

れば、機種、寸法、構成をお教えいただければ最適な

寸法のテーブルを選定いたします。 

仕様書に記載している外形寸法は、各設置場所のスペー

スやレイアウト等を踏まえ、本市が想定しているサイドテ

ーブルの寸法を示したものです。 

設置する機器の構成が設置場所ごとに大きく異なること

を想定しているものではありません。 

なお、購入する製品については、仕様書に記載のとお

り、本市と協議のうえ決定することとしております。 

4 ＯＡフロア拡張に伴う

配線工事後の、配線へ

の機器の接続に関して 

カウンターラインの変更に伴うＯＡフロアの拡張に

ついて、配線は必要な箇所に設け機器への接続は別業

者もしくは職員にて行うという認識でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

本業務におけるＯＡフロア拡張に伴う配線工事について

は、必要な箇所への電源及び通信配線等の整備を対象とし

ており、配線後の機器への接続作業については本業務の対

象外です。 

なお、詳細な設置場所等については、契約後に本市と協

議のうえ決定するものとします。 

5 各種配線工事の責任範

囲について 

ＯＡフロア拡張に伴う配線工事に関して、下記作業

区分の認識でよろしいでしょうか。 

 【コンセント工事】：アウトレットより後ろ 

 【ＬＡＮ工事】：ＬＡＮコンセントより後ろ 

また、今回仕様書に電話配線に関しての記載があり

ませんが、電話配線は業務外という認識でよろしいで

しょうか。 

本業務におけるＯＡフロア拡張に伴う配線工事について

は、必要な箇所への電源及び通信配線等の整備を対象とし

ています。 

コンセント及びＬＡＮ配線等、配線を必要とする部分に

ついては、既設設備から延長又は分岐する点以降を本業務

の作業区分とします。 

また、電話配線工事については、本業務の対象外です。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

もし業務に含まれるのであれば下記作業区分の認識

でよろしいでしょうか。 

 【電話工事】：ＩＤＦより後ろ 

なお、配線工事の詳細な施工区分については、契約後に

本市と協議のうえ決定するものとします。 

6 サイン工事の業務範囲

について 

本業務範囲の改修に伴い、ＥＶサインや他部署（市

民課以外）フロアサインに影響が出る場合はそれらの

変更は対象外ということでよろしいでしょうか。 

本業務に伴い変更が必要となるサインについては、仕様

書「６ 本庁舎１階レイアウト改修等業務 (7) パラペット

サイン移設及び表記内容の補正」及び別添６「サイン配置

図」に示すサインの移設、表記内容の補正又は撤去を対象

としています。 

7 窓口支援システムの導

入内容について 

窓口支援システム用機器類が導入されるにあたっ

て、設置場所と設置数、その他導入予定の機器につい

てご教示ください。（総合案内や窓口・カウンターに設

置が必要な機器類やモニター等ＡＶ機器類の詳細）。 

書かないワンストップ窓口支援システムに係る機器構

成、機種、数量及び配置場所の詳細については、現時点で

はお示ししていません。 

なお、書かないワンストップ窓口支援システムに係る機

器については、本業務とは別途調達を予定しています。 

8 ＯＡフロア拡張部分の

執務エリアの用途につ

いて 

執務エリアを拡張する目的は、市民課職員の増員

や、複合機など、窓口システムの追加設置されるため

と理解してよろしいでしょうか。 

ＯＡフロアの拡張は、書かないワンストップ窓口支援シ

ステムの導入に伴い、ワンストップ窓口運用に必要な窓口

レイアウトの再編及び機器設置環境の整備を行うことを目

的としています。 

9 本業務後の発券機の運

用予定について 

発券機の今後の運用は総合案内に設置されるのか、

書かない窓口導入によって運用が変わりますでしょう

か。 

発券機については、現時点では総合案内所付近に１台、

国保年金課付近に１台設置することを想定しています。 

ただし、今後の詳細設計及び運用検討の結果により変更

となる可能性があります。 

提案に当たっては、上記配置を前提として差し支えあり

ません。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

10 現在の窓口カウンター

の運用状況について 

現状窓口カウンターで運用されている機器類はあり

ますか？ＰＣやタブレット等利用している、プリンタ

ー等ＯＡ機器類利用等をご教示ください。 

現在、窓口カウンターにおいては、主に職員側にデスク

トップ型パソコンを設置し運用しています。 

また、市民側には一部の窓口（マイナンバーカード関連

窓口）においてタブレット端末を設置していますが、それ

以外の窓口には設置していません。 

なお、機器の詳細な配置状況等については、現地確認

（施工場所等事前視察）においてご確認いただくこととし

ております。 

11 今後のＩＣＴ機器の導

入予定について 

今後利用が想定されるＩＣＴ機器を教えてくださ

い。（ＩＣＴ機器の台数・利用場所・利用方法） 

別添２「改修後レイアウト図、什器配置図」を参照の

上、書かないワンストップ窓口支援システムの導入に伴

い、市民側にはタブレット端末（お渡し窓口及び戸籍届出

受付窓口を除く）、職員側にはデスクトップ型パソコン

（お渡し窓口を除く）の設置を予定しています。 

また、窓口案内システムに係る番号表示器及び呼出機の

設置を予定しています。 

市民側のタブレット端末については、申請内容の確認及

び電子サイン等に使用することを想定しています。 

なお、機器の詳細な構成、数量及び配置場所等について

は、今後の詳細設計等により変更となる可能性がありま

す。 

12 審査席設置について 審査席については設置される機器類など、ＰＣ等置

かれる想定はありますか。また何人での利用を想定さ

れていますでしょうか。 

審査席については、市民課窓口業務における審査業務を

行うための席として設置するものです。 

仕様については、仕様書に記載のとおり、No.31 に幅

2,400mm×奥行 700mm×高さ 700mm の什器を設置すること
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No. 質問項目 質問内容 回答 

としています。 

なお、審査席には職員が使用するパソコン等の設置を想

定しており、利用人数については、現時点では２～３名程

度を想定しています。 

13 ＣＡＤデータの提供に

ついて 

提案資料作成にあたり、躯体ＣＡＤデータを提供い

ただきたいです。（平面図・天井伏図、電源位置がわか

る図面情報、照明・空調位置） 

ＰＤＦデータとなる場合もいただければと思いま

す。 

提案資料作成の参考資料として、参加資格審査合格者に

対し、本市が保有する平面図（ＣＡＤデータ[ＪＷＷファ

イル]）、電源位置がわかる図面情報（ＰＤＦデータ）を提

供する予定です。 

なお、天井伏図、照明位置及び空調位置の図面について

は、提供を予定していません。 

提供方法及び提供時期については、参加資格審査結果の

通知後に別途お知らせします。 

14 窓口のレイアウト提案

について 

窓口の並びについて今回提案を行う中で配置レイア

ウトをご提案することは可能でしょうか。 

窓口の配置レイアウトについては、別添２「改修後レイ

アウト図、什器配置図」に示す内容を前提として提案して

ください。 

なお、窓口の並び順や配置そのものを変更する提案は、

本プロポーザルにおける提案対象としていません。 

ただし、より効果的な窓口運営等の観点から参考意見と

して提案いただくことを妨げるものではありません。 

15 既存のＯＡフロア、タ

イルカーペットについ

て 

市民課の現状床仕上げのタイルカーペットの品番・

ＯＡフロアの品番をご教示ください。 

既存のタイルカーペットについては、現地確認の結果、

裏面に「TAJIMA 8M×21」と表示されていることを確認し

ています。 

また、既存ＯＡフロアについては、ITOKI 製のものを使

用しています。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

なお、詳細については、現地確認（施工場所等事前視

察）においてご確認ください。 

16 電源・分電盤の容量に

ついて 

電源・分電盤の容量について: 窓口カウンターの移

設に伴い、既設設備の範囲内で電源容量の確保やコン

セント増設を行うとあります。 

現在想定されている分電盤の空き容量・ブレーカー

の空きは十分でしょうか。万が一、大元の分電盤改修

が必要になった場合は本業務の対象範囲に含まれます

か。 

現時点において、本業務で想定している電源設備の整備

については、既設分電盤の範囲内で対応可能と認識してい

ます。 

したがって、提案に当たっては、仕様書に記載のとお

り、既設設備の範囲内で電源容量の確保及びコンセント増

設等を行うことを前提としてください。 

なお、大元の分電盤改修は本業務の対象として想定して

いません。 

17 県産材について 県産材の調達・含水率基準:木材は大分県産のスギま

たはヒノキを使用し、含水率 15％以下の乾燥材を使用

することが指定されています。 

契約締結（８月中旬予定）から設計承認・製作を経

て年末年始に設置するという短期間のスケジュールに

おいて、要件を満たす木材の確保が困難と判明した場

合、一部他樹種や他地域産への変更など、代替措置は

協議可能でしょうか。 

木材については、仕様書に記載のとおり、大分県産材の

スギ又はヒノキを使用し、含水率 15％以下の乾燥材を使

用してください。 

また、本業務における木製品等は森林環境譲与税を活用

して整備するものであることから、大分県産材及び県産竹

材の活用を前提としています。 

なお、木製品及び竹材製品の設置時期については、必ず

しも年末年始期間中に限定しているものではありません。

本市が別途調達する書かないワンストップ窓口支援システ

ムについては、令和９年２月上旬の運用開始を予定してい

ることから、受注者においては市民利用に供する空間整備

及び什器整備が令和９年１月末までにおおむね完了した状

態となるよう工程計画を作成してください。 

18 竹材について 竹材の表面処理・維持管理:竹材は屋内利用において 竹材の表面処理、防虫防腐処理その他の加工方法につい
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No. 質問項目 質問内容 回答 

も湿度変化等による劣化リスクを考慮した処理が求め

られています。 

割れやカビ防止のため、市として推奨、または過去

の別プロジェクトで実績のある表面処理（ウレタン塗

装、特別な防虫防腐処理など）の指定・基準はありま

すか。 

て、特定の工法、塗装又は製品を指定するものではありま

せん。 

ただし、仕様書「７ 木製品及び竹材製品導入業務」の

「(1)材料 イ」の条件を満たすようにしてください。 

19 業務に伴う仮設窓口の

設置に関して 

税制課証明発行窓口の移設: 税制課証明発行窓口を

障害福祉課東側へ移設するにあたり、パーテーション

等の移設・撤去が行われます。 

移設に伴い、業務を止めないための仮設窓口の設置

は不要（年末年始の閉庁期間で一斉切替え）という認

識でよろしいでしょうか。 

現時点では、税制課証明発行窓口の移設に伴う仮設窓口

の設置は想定していません。 

なお、移設時期及び施工手順については、年末年始の閉

庁期間に限定するものではなく、市民サービスへの影響等

を考慮しながら、本市と協議のうえ決定するものとしま

す。 

 


